
矢巾町重層的支援体制整備事業の取組
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令和４年３月１日（火）
重層的支援体制整備事業ブロック別研修

矢巾町 福祉課 畠山 健二郎



本日の内容

2

１ 矢巾町の概要

２ 事業実施の経緯

３ 体制構築のプロセス

４ 事業の実施状況

５ 今後の展望
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１ 矢巾町の概要



〇田園都市
岩手県の中央部に位置し、県庁所在地・盛岡市の南に隣接。
基幹産業は農業で、豊かな田園風景が広がる一方、中心部では宅地や商業地の開発が進む。
過疎化の深刻な岩手県において、令和２年国勢調査において人口が増加となった。

〇コンパクトタウン
面積は67㎢。町内はどこでも20分以内にアクセス可能。
人口密度は、県内第１位。

〇交通の要所
国道4号線、東北自動車道、JR東北本線が南北を貫く。
平成30年3月 矢巾スマートインターチェンジが供用開始。

〇流通の拠点
北東北の物流の拠点である流通センターが立地。

〇県内教育機関、医療、福祉、防災の拠点へ
岩手医科大学や県立産業技術短期大学校、県立不来方高校が立地。
平成30年1月 県立療育センター、盛岡となん支援学校が移転。
令和元年9月 岩手医科大学附属病院が移転。
令和３年１月 岩手県対がん協会が移転。
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１－① 矢巾町の概要
人口 26,924人（65歳以上の割合 27.5%）

世帯数 10,888世帯 ※令和４年２月１日時点



約15年で町の様子が大きく変化
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平成17年撮影 令和元年撮影

１－② 町の変化
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２ 事業実施の経緯
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２－① モデル事業実施の経緯

複合・複雑

課題ケース

の増加

核家族化

都市化

関係性の

希薄化

少子

高齢化

○総合的窓口が無い

○役場内の福祉専門職の不足

○地域福祉計画が未策定

地域 福祉担当課

平成27年度（モデル事業実施前）の状況

新たな「課題」には、新たな体制（モデル事業）で対応
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２－② モデル事業実施内容

平成2８年度～令和２年度 モデル事業実施
平成28年度（１年目）

■多機関の協働による包括的支援体制構築事業

・相談支援包括化推進員（社会福祉士、看護師）を2名配置（直営・会計年度任用職員）

・相談支援、支援調整会議（県社協・町社協と連携）

・第１期矢巾町地域福祉計画策定に向けたニーズ調査

平成29年度（２年目）
■多機関の協働による包括的支援体制構築事業
・相談支援包括化推進会議、相談支援従事者研修会の実施

平成30年度（３年目）

■地域力強化推進事業

・地域を知るための学習会、地域の困り事の把握、支え合いの仕組みづくりの支援（町社協委託）

令和元年度（４年目）

■共助の基盤づくり事業

・第２期矢巾町地域福祉計画の策定に向けたニーズ調査

令和２年度（５年目）

■福祉事務所未設置町村による相談事業

・相談員１名配置（直営・会計年度任用職員） 県社協、町社協と連携した総合相談

福祉課生活相談係（ワンストップ相談窓口）を新設
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２－③ モデル事業から重層事業へ

課題

・複合、複雑化したケースへの対応（８０５０、ダブルケア 等）

・狭間のニーズを抱える世帯への支援（ひきこもり、ごみ屋敷 等）

・アウトリーチ型支援（本人、家族が介入を望まないケース 等）

成果

・支援関係機関の連携強化

支援調整会議、相談支援包括化推進会議の開催

・矢巾町地域福祉計画策定

○モデル事業の成果と課題

モデル事業で構築された体制を生かし、残された課題を解決する。

令和３年度～ 重層的支援体制整備事業を開始
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３ 体制構築のプロセス
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３－① 事業開始前の取組経過
令和２年７月～ 情報収集

→研修会、会議への出席

→福祉関係課（介護、障がい、子育て、生活困窮）への情報共有

令和２年10月～ 関係課協議（全２回）

→福祉関係課+財政担当課との協議 （ 本事業 or 移行事業 ）

令和２年10月 町長協議

→令和３年度から正式に事業開始することを決定

令和２年12月～ 関係機関協議（全２回）

→福祉関係課に町内の委託関係機関（町地域包括支援センター、

紫波地域障がい者基幹相談支援センター、町社会福祉協議会）

を加え、事業の具体的な内容について協議
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令和３年５月 町内プロジェクトチーム会議（１回目）

・会議体のあり方等について、町内関係機関等と協議を実施。

令和３年６月 国実施要綱通知

・実施計画、会議設置要綱等に着手

令和３年７月 町内プロジェクトチーム会議（２回目）

令和３年８月 町内プロジェクトチーム会議（３回目）

令和３年８月 実施計画策定完了、要綱施工

・矢巾町重層的支援体制整備事業実施計画策定

・矢巾町重層的支援体制整備事業実施規則

・矢巾町重層的支援体制整備事業ネットワーク会議設置要綱

令和３年８月～ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業 委託開始

令和３年９月～ 矢巾町個別支援会議（月１回定期開催）

令和３年11月 矢巾町重層的支援体制整備事業推進会議（令和３年は年１回開催）

３－② 事業開始後の取組経過
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３－③ 体制構築にあたって

・財政担当課との情報共有
→事業実施を検討する関係課の会議において財政担当課へ出席依頼

・委託関係機関との連携
→事業実施を検討する段階から協議を重ねることで、事業実施まで
の準備がより円滑に

・事業に関する関係課、関係機関の理解促進、情報共有
→国の研修動画の活用や、オンライン研修の視聴

よかったこと

苦労したこと
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４ 事業の実施状況



困
り
ご
と
が
あ
る
住
民
等

【介護分野】
矢巾町地域包括支援センター

【障がい分野】
紫波地域
障がい者基幹相談支援センター

【母子保健、子育て分野】
町健康長寿課、町子ども課
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包括的相談支援事業者

受
け
止
め
る

① 町内の既存相談窓口

⇒「分野を問わない相談窓口」

【生活困窮分野】
町福祉課、町社協

② つなぐシート活用

４－① 相談支援体制（一部委託）
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矢巾町個別支援会議（月1回）
（矢巾町重層的支援体制整備事業ネットワーク会議設置要綱第２条第２項）

個別支援チーム会議

社会福祉法第106条の６
支援会議

重層的支援会議

実際の支援者

出席者

矢巾町重層的支援体制整備事業推進会議
（矢巾町重層的支援体制整備事業ネットワーク会議設置要綱第２条第１項）

具体的な支援内容および役割分担の協議、決定

出席者

各関係機関の
実務者

本人同意
ケース

本人未同意
ケース

プランの評価および改善に係る協議

支援対象者等の生活状況の把握、課題の確認

各関係機関の専門的知見からの助言

事業全体の実施状況の評価及び実施方針の協議

包括的相談支援事業

各分野の会議体

多機関協働事業

相談受け止め

複雑・複合的課
題ケースの受理

シート作成：ケースを提出した担当者

プラン作成：多機関協働事業者
（町福祉課 相談支援包括化推進員）

※本人同意済みのケースは
多機関協働事業者がプラン作成

ケースごとに
選定

出席者

各関係機関の
代表

４－② 会議体の設置（直営）

会議結果を都度
所属内で報告
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構成機関

矢巾町
民生児童委員協議会

矢巾町
地域包括支援センター

矢巾町
社会福祉協議会

岩手県
精神保健福祉センター

盛岡広域振興局

岩手県
社会福祉協議会

盛岡公共職業安定所

高橋耕法律事務所
望月 敦允 弁護士

岩手県立大学
社会福祉学部
齋藤 昭彦 客員教授

特定非営利法人
もりおかユースポート

紫波地域障がい者
基幹相談支援センター

町福祉課

町子ども課 町健康長寿課
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４－③ 参加支援事業
及びアウトリーチ等事業（委託）

① 狭間のニーズに対応した
居場所を開設（ひきこもり、
社会的孤立等）
②（就労体験、ボランティア
等） 社会参加のコーディ
ネート
③自宅訪問等のアウトリーチ
型支援

委託先：特定非営利活動法人

もりおかユースポート

専門機関の

経験・ノウハウを活かす
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５ 今後の展望
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５－① 令和３年度を振り返って

→会議の目的や役割はこれで良いか？

→参加支援やアウトリーチの実施体制は適切か？

・事業を動かすことで見えてくるもの

・町外の支援関係者等と積極的につながる
→重層事業を始めたことで、新たなつながりができた。

・「町内連携」の前に「庁内連携」
→担当課または福祉部門だけの取組になっていないか？
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•役場職員（全庁）を対象とした、研修会の
実施

•複合、複雑的な地域課題の解決に向けた部
署横断的な取組を実施

庁内連携

•支援関係機関を講師及び受講者とする勉強
会を実施多機関協働

•個別支援会議、推進会議の役割を整理し、
より効果的な運営を目指す

会議体の

見直し

５－② 令和４年度の取組（予定）
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住民の皆さんと ともに
“ 住んでいてよかった

住みたくなるまち
魅力あるまち やはば”

の実現を目指していきます

ご清聴ありがとうございました。


